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　加古川商工会議所では、加古川でビジネス展開をお考えの方にご利用いただけるよう、
テナントの募集を行っております。
※加古川駅から徒歩５分の好立地

【お問い合わせ】総務管理課　TEL０７９－４２４－３３５５

検定種目

２月28日㈰

２月17日㈬

２月14日㈰

１～３

２・３

１～３

日商簿記

日商珠算

施行級 試験日 受験料 申込期間
各種検定試験のご案内

１級：7,850円
２級：4,720円
３級：2,850円
２級：5,770円
３級：4,200円
１級：2,340円
２級：1,730円
３級：1,530円

申込方法等、くわしくは 加古川商工会議所　振興課（TEL 079－424－3355）

リテールマーケティング
（販売士）

加古川商工会議所ビルのテナントの募集について

場所：加古川プラザホテル　ロビーの中央部
面積：６.２５坪
※賃料、共益費、付加使用料などが必要となります

加古川商工会議所ビルのテナントの募集について加古川商工会議所ビルのテナントの募集について

加古川市資産税課・市民税課からのお知らせ
償却資産（固定資産税）の申告について
　償却資産（固定資産税）は、市内において事業用の償却資産を所有する事業者にかかる税金です。株式
会社等の法人事業者、青色申告や白色申告される個人事業者など全ての事業者は、毎年１月１日現在の市
内に所在する償却資産の所有状況を１月31日までに申告する必要があります。
●お問い合わせ　加古川市資産税課　償却資産係（TEL０７９－４２７－９１６８）
法人市民税の申告について
　法人市民税は市内において事務所・事業所等を所有する法人等にかかる税金です。法人の規模に応じて
決まる均等割と法人税（国税）の額に応じて決まる法人税割があり、納税義務者である法人等は税額を算
出して申告し、その申告した税額を納める必要があります。
申告方法等の詳細につきましては加古川市ホームページをご覧いただくか下記までお問い合わせください。
●お問い合わせ　加古川市市民税課　諸税係（TEL０７９－４２７－９１６１）
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　新型コロナウイルス感染症拡
大の影響により、申込期間等が
変更になる可能性があります。
　詳しくは当所ホームページ、
各検定試験のホームページ等で
最新の情報をご確認ください。
　


